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原発よりいのちが大事 !

!

自己紹介 
１９５４年大阪生まれ 

１９７９年　裁判官任官 
　　神戸、大阪、京都、彦根、金沢等全国各地の裁判所で勤務 
　　２００６年３月２４日金沢地裁で裁判長として、北陸電力志賀原発２
号機の運転差止め訴訟において請求認容判決を言い渡す。 

２０１１年３月３１日　退官 
現在　彦根市在住　滋賀弁護士会所属弁護士 

　（弁護士として担当している主な事件） 
(1)　子ども脱被ばく裁判（福島地裁） 
(2)　若狭の原発の再稼働差止め請求事件（大津地裁） 
(3)　福島からの自主避難者の東電に対する損害賠償請求事件（京都地裁） 
(4)　函館市の電源開発に対する大間原発建設差止め訴訟（東京地裁） 
(5)　大飯３，４、高浜３，４の再稼働禁止仮処分事件（福井地裁） 

福島第一原発事故の衝撃 
• ３機の原発が同時にメルトダウン（世界で初めて） 
• 使用済み核燃料プールが危機一髪（世界で初めて） 
• 近藤原子力委員会委員長の最悪のシナリオ⇒２５０キロの範囲
で避難を要する事態がありえた（首都圏壊滅） 

• 吉田調書「東日本壊滅だと思った」 
• 事故後３年が経過しても事故が収束していない（今なお、毎日、
大気中に２億４０００万ベクレル、海洋に２００億ベクレルが
放出されている）（世界で初めて） 

• 今なお、原子力緊急事態宣言発令中 
• 放出された放射能は、セシウム137、ヨウ素131で90万テラベ
クレル（90京ベクレル）（広島原爆168発分、チェルノブイリ
事故の7分の１）、キセノンは1100万テラベクレル（チェルノ
ブイリ事故の1.7倍） 

• ４号機の奇跡、２号機の奇跡によって、我が国は破滅を免れた。 
• 第２のフクシマが起これば，我が国はどうなるか！ 

福島原発２号機の偶然 

• 2011.3.15早朝「完全に燃料露出しているにもかかわ
らず、減圧もできない、水も入らないという状態が来
ましたので、私は、本当にここだけは一番思い出した
くないところです。ここで何回目かに死んだと、ここ
で本当に死んだと思ったんです。」「チェルノブイリ
級ではなくて、チャイナシンドロームではないですけ
れど、ああいう状況になってしまう。」「東日本は壊
滅だ」（吉田調書） 

　当時、格納容器の圧力は設計耐力の２倍に及んでい
た。 
　⇒午前６時ころ、原因不明のまま降圧して爆発を免れ
た。 

福島第一原発４号機の奇跡 
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大飯原発から250㎞とは？ 

３．１１前と３．１１後 
• ３．１１前⇒一度大きな事故が起こらないと、この国は
軌道修正ができないのかもしれないね。 

• ３．１１後⇒福島第一原発事故が起こっても、この国は
変わらなかった。原発政策への回帰 

• 事故を起こしてはならないという覚悟は、かえって低下
しているのではないか。 

• だって、事故を起こしても 
政治家も、官僚も、電力会社役員も、御用学者も誰も責任
を問われない。地位は安泰。今まで通りの給料も退職金
も貰える。 
電力会社は倒産しない。損害賠償金は国民負担。費用は電
気代を上げて賄えばよい。決算は黒字。再生可能エネル
ギーに取って代われれる心配もない。 

東電に責任がないのか 

　　　　　　（Ｈ26.7.23　東京第５検審議決） 

・Ｈ20.2月　東電の内部会議で津波水位が従来の予想を上
回る可能性があることが報告される。 
・H20.3月　東電が推本の長期評価を踏まえた場合の津波
水位を試算　O.P+15.7ｍ 
・H20.7月　東電が推本評価ではなく、従来の土木学会の
津波評価技術に基づく方針決定 

明らかになった原発安全対策の実情 
• 国策民営の矛盾 
• 電力会社の虜になっていた規制当局 
• ２０～３０年遅れていた安全対策 
• 2006年唯一改訂された耐震設計審査指針 

•  　2006年４月，原子力安全・保安院が原子力安全委員会に文書で要請 
•  　「（旧指針でも）支障がない」との明示がなければ「批判が立地自治体、マスコ
ミなどにおいて厳しくなり、既設原子炉は事実上運転停止を余儀なくされる」と指
摘。民事訴訟が提起される可能性にも触れ「敗訴を到底免れない」と説明した。 

•  　耐震バックフィットを求めず，バックチェックに止めた。 
•  　東電は，福島第一原発についてバックチェックを終えないまま３．１１を迎えた。 

• それでも安全だと言い続けていた専門家たち 

放射能安全神話 
　福島では放射能が原因で健康被害は生じない（あとは復興のみ） 
　 100ミリシーベルト安全神話⇒年100ミリシーベルト安全神話 

新たな原子力安全神話 
　新規制基準は世界で一番厳しい基準である。 

↑ 
この神話の浸透のためにマスコミが大きな役割 
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政府・行政・専門家が国民を守ろうと
しないことの衝撃 

• 安定ヨウ素剤を飲ませない。 
• スピーディの情報を隠ぺいする。 
• 子どもに年２０ミリシーベルトまでの被ばくを強要する。 
• 2011/3/20　山下俊一長崎大教授（福島県放射線リスク
管理アドバイザー）⇒「福島における健康の影響はな
い。」「100マイクロシーベルト/時までなら全く心配い
りませんので，どうぞ胸を張って歩いてください」「皆
さん，マスク止めましょう」 
　　　　（100µSv/時＝2.4mSv/日＝876mSv/年） 
・何のために？ 

我が国の法律等 
• 一般公衆の被ばく限度　年１ミリシーベルト 
• 原発労働者の被ばく限度　年５０ミリシーベルト（ただし、５年間で100ミ
リシーベルトが上限） 

• 放射線管理区域 
　　　年５．２ミリシーベルト以上 
　　　１平方メートル当たり４万ベクレル以上 
　　　（18歳未満立ち入り禁止　 
　　　　必要がある者以外立ち入り禁止） 
・　原発労働者が労災認定された（白血病）ケースの最少被ばく量５ミリシー
ベルト 
・　クリアランスレベル（１㎏あたり１００ベクレルを超える物は低レベル放
射性廃棄物として管理しなければならない。） 
・　福島の住民とその他の国民とは適用される法律が異なっている。 
　①　国営ひたち海浜公園（茨城県）　H26.5.23立入り禁止（0.23µSv/時を超
える箇所が確認されたため） 
　②　東電女子社員(2011/5/25原子力安全・保安院が東電に厳重注意（１mSv/
年を超えて被ばくをさせた） 
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チェルノブイリとフクシマの汚染地図 

チェルノブイリでの 
小児甲状腺がんの増加 
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ウクライナ政府（緊急事態省) 
報告書「チェルノブイリ事故か
ら25年“Safety for the　Future”」 

• 2001 30km A
B !

低線量被ばく、内部被ばくについての 
ＩＣＲＰの考え方 

•  ＬＮＴ仮説（直線閾
値なし仮説） 

•  100mSvの被ばくでが
ん死のリスクが0.5％
増加する。 

•  内部被ばくのリスクは
外部被ばくと同じ。
身体全体で換算する。 

•  ガンのリスク以外は
無視 

日本の御用学者たち 

• 100ミリシーベルトが閾値（それ以下では健康
被害が証明されていない⇒ない） 

• 「累積100ミリシーベルト」から「年100ミリ
シーベルト」へ 

•  μm β γ
μm 0.001

α !
β 8000

内部被ばくの危険 
•  !

• 
!
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1998 2007 10

年齢 男 女 男女計 

０～４歳 0.0 0.4 0.3 

５～９歳 0.1 0.3 0.2 

１０～１４歳 1.6 2.7 2.2 

１５～１９歳 2.8 8.8 5.8 

０～１９歳 2.1 

摘出手術の結果 
（H26.11.11　福島県民健康管理調査評価委員会） 

• 県立医大で執刀54例 
• ５２例が乳頭ガン、２例が低分化ガン 
• 甲状腺全摘が５例、片葉切除が４９例、すべてでリン
パ節郭清 

• 腫瘍径10㎜以下は15例、10㎜超が３９例 
• 転移があるもの５１例（うち２例は肺転移）、ないも
の３例 

• 甲状腺外浸潤が37％ 

既に健康被害は始まっているのではな
いか？ 

• Ｈ２３．５月８日衆議院震災復興特別委員会参考人 
• 南相馬市立総合病院：副院長 及川友好(脳神経外科) 

『私自身は脳神経科医でありますので、脳卒中の発症率をい
ま東京大学の国際衛生学教室と一緒になって今データを集め
ているところなんですが、これはまだ暫定的なデータで確定
的なものではないんですが、ただし恐ろしいデータが出てい
ます。 』 

『我々の地域での脳卒中発症率が６５歳以上で約１．４倍。 
それどころか３５歳から６４歳の壮年層で３．４倍にまで
上がっています。 非常に恐ろしいデータが今上がってきて
いますね。』 

既に健康被害は始まっているのでは
ないか？ 
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子供達の 命は 国から
 捨てられ 生きるに
値しない という 評
価がくだって いま
した  
命の尊厳も なにも
なく 死の灰を 浴びて
 生きなさいと ガラ
スバッチを もらい
ました 

防護服を はやく く
ださい 
だから 鉛のお布団を
 支給してください  
うちの子供は みんな
 甲状腺にのう胞 お
まけに わたしは 結
節です  
とりあえず ならば 防
護服を四着 ください 

放射能の 話を真剣に 
すればするほど 孤独に
 なりました  
嘲笑され 疎外され 希
望のない 話題を いつ
までも 続けている 事
にも 無力感を 覚えて
きました  
ここでは 黙ることが 
得策だと 感じていま
した 
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自分自身が 憎たらし
くて 泣いています  
子どもの命を その遺
伝子を 軽んじることに
 慣れてきて  
移住もなにもかも 怖
くて不安で 閉じこもり
 何もできないのに  
世間に合わせて 嘘笑
いの 自分が憎たらし
くて 声をだして 泣い
ています 

 

 

 

 
 

	  
 

 

 

なぜこの国は？ 
• なぜ、頑なに放射能の影響の可能性を否定する
のか？　なぜ、予防原則を無視するのか？ 

• なぜ、データをとらないのか？ 
• なぜ、情報を隠すのか 
• なぜ、人が声を上げることを押さえつけるのか
（「美味しんぼ」問題） 

• なぜ、誰も責任をとらないのか 
• なぜ、東電がつぶれないのか 

新規制基準は 
世界最高水準の基準か？ 

①　立地審査を放棄 
②　避難計画を審査しない（←アメリカニューヨーク州
ショーラム原発は合理的な避難計画が立てられないため廃
炉） 
③　耐震基準は従来どおり 
④　ＥＵ仕様は、はるかに厳しい（コアキャッチャー、二重
格納容器、人に期待しない）。建設費は１機１兆円を超える。
日本の原発は４～５０００億円 

【田中委員長は、新規制基準に適合すれば安全だとは、絶対
に言わない。 
誰も責任をとることなく、再稼働へ向けて着々と進んでいる。 
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耐震設計の要⇒基準地震動 

• 大飯原発の基準地震動856ガル、クリフエッジ
1260ガル 

• 高浜原発の基準地震動700ガル、クリフエッジ
973ガル 

• 福井地裁判決は、大飯原発に1260ガルを超える
地震動に襲われる可能性がないとはいえないと
判示した。 

耐震設計のずさんさ 
①　全国の原発で基準地震動越えが2005年から５回 
②　日本で計測された最大の地震動は4022ガル（岩手宮城
内陸地震　2008.6.14　M7.2）（但し、軟弱地盤） 
③　原発敷地(岩盤）で計測された最大地震動は1699ガル
（中越沖地震　2007.7.16　Ｍ6.8) 
④　マグニチュード6.1の地震で1000ガルの揺れが観測さ
れた例がある（2004年留萌支庁南部地震）（はぎとり波に
換算しても600ガル） 
⑤　推定では、34000ガルの例あり（長野県西部地震　
M6.8　1984年） 
⑥　過去のデータは極めて限られている。それでもこれだ
けの例がある。

新指針による耐震性引き上げ状況 
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何故避難計画を審査しない？ 
⇒合理的な非難計画をたてられないから 

• H24.6.14　鹿児島県知事「要援護者の避難計画は10ｋｍで十
分」（10ｋｍ内は17施設、30㎞内は244施設） 

• 避難できなければ、自宅（施設内退避）しかない。 
• 周りはどんどん逃げる。どうして食料を調達するのか。誰が配
達してくれるのか。 

• ＰＡＺ（５㎞圏内）の住民が逃げる間、ＵＰＺ（30㎞圏内）の
住民は待ってくれるのか。 

• 住民が自動車を自粛してバスで避難するか。そもそもバスは来
るのか。運転手は来てくれるのか。 

• ＰＰＡ（30㎞圏外で防護措置を実施する地域）についてはその
範囲すら決まっていない。 
　　避難するということは帰ってこれないということである。 

裁判所は変わるか 
•  (1)　大飯3.4号運転差止め仮処分事件 
　　①　2013.4.16　大阪地裁決定⇒却下（具体的危険否定） 
　　②　2014.5. 9　大阪高裁決定⇒却下（必要性否定） 

•  (2)　大飯3.4号運転差止請求事件 
　　　　2014.５.21　福井地裁判決⇒請求認容 

・ (3)　大飯３．４号,高浜３．４号　運転差止め仮処分事件 
　　　　2014.11.27　大津地裁決定⇒却下（必要性否定） 
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平成26年5月21日　福井地裁判決 福井地裁判決の判断の特徴 
(1) 人格権の価値を高らかに宣言した。 
(2) 裁判所の役割についての深い自覚と覚悟 
(3) 行政の判断にとらわれず、司法が独自の判断を
する姿勢 

(4) 今までの判断枠組みにとらわれないで、福島第
一原発事故後の判決にふさわしい判断枠組みの
採用 

(5) 福島第一原発事故の経験を踏まえた判断 
(6) 高い倫理性 
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今後の判決・決定予定 
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これからも原発差止め判決は期待できる！ 
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原発ゼロで石油の輸入は増えたの？ 
原発ゼロで貿易赤字って本当？ 

• H23年　貿易赤字10兆円 
• 原油の輸入金額4.8兆円増
（量は減少） 

• LNGの輸入金額は3.5兆円か
ら7.1兆円に倍増（量は25％
増） 

貿易赤字の主たる原因は、円
安と生産施設の海外移転で、
円安になっても輸出が伸びな
いことである。 

⑩



市民と市民の力で原発ゼロへ 

• 政治システムが国民の８割の脱原発への意思を反映し
ていない。 

• 行政は、原発回帰にまっしぐら 
• 関西電力は、基準地震動の平均像問題に全く反論して
いない。 

• 司法は理屈が通じる世界である。 
• 放っておいてはいい判決はでない。裁判所を監視する
とともに、圧倒的な世論を示す必要がある。 

• 「司法」というチャンネルを通して、市民の力で原発
再稼働を止めよう。 
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